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 各私立専修学校設置者 
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岩手県ふるさと振興部学事振興課総括課長 

 

 

   高等教育の修学支援新制度における適格認定（学業）において警告が連続した者の再 

支援について（通知） 

 このことについて、別添のとおり文部科学省高等教育局学生支援課から事務連絡がありました

ので、ご確認願います。 

 各学校におかれましては、学生に改正内容について周知いただくほか、経過措置により再申請

が可能となる学生に対して案内いただくようお願いします。 

 なお、文部科学省より通知の補足として以下のとおり連絡がありましたので、併せてご確認願

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当】 

学事企画担当 高橋 

TEL：019-629-5045 

FAX：019-629-5049 

Mail:AH0007＠pref.iwate.jp 

様 

文部科学省補足内容 

本改正においては、「廃止の判定となった適確認定の次の学年の学業成績等が継続相当」であ

る学生について、「廃止後の学業成績等が継続相当であった学年の次の学年中」に再申し込み可

能となるものでございます。 

したがって、２年制課程の２年次前半期や４年制課程の３年次に廃止になった学生や、１年制

または３年制課程など再申込可能な時期がない場合については本件の対象とはなりませんので

ご注意ください。 


